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５　年　金
障害基礎年金（国民年金）
対象者　…障害の原因となる病気やけがの初診日が以下のいずれかの期間にあり、国民年金法に

定められた1級・2級（障害者手帳の等級とは異なります）の障害の状態に該当する
方

　　　　(1) 国民年金加入期間
　　　　…(2) 日本国内に住んでいる60歳以上 65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
　　　　(3)…20 歳前の期間で、かつ年金制度に加入していない期間
内　容　国民年金法の1級・2級の障害の状態になったときに支給されます。
　　　　年金額（令和７年度）：
　　　　　障害基礎年金1級に該当する方
　　　　　　年額1,039,625 円　（昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方は1,036,625 円）
　　　　　障害基礎年金2級に該当する方
　　　　　　年額　831,700 円　（昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方は829,300 円）
　　　　…※納付要件があり、病気やけがの初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、

初診日の前日において、保険料を納めた期間（免除期間などを含む）が、3分の 2以
上あることが必要です。（初診日が令和 8年 3月 31日以前の場合は、初診日の前々
月までの直近１年間に未納期間がなければよいことになっています。）20歳前に初診
日がある人は、納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。

申　請　要件確認後に請求時期のご案内や必要書類のお渡しをします。
　　　　必要なもの
　　　　(1) 障害年金用診断書
　　　　(2) 受診状況等証明書
　　　　(3) 病歴就労状況等申立書
　　　　(4) 本人名義の預貯金通帳
　　　　(5)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
　　　　(6) 身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳（お持ちの場合）
　　　　※その他の書類が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。
問合せ　区民課年金係
　　　　　☎03-3647-1131　FAX03-3647-9415
　　　　江東年金事務所お客様相談室（予約制）
　　　　　☎03-3683-1231自動音声案内（1→ 2）　FAX03-3681-6549

障害厚生年金・障害手当金（厚生年金保険）
対象者　障害の原因となる病気やけがの初診日が厚生年金加入期間中にある以下の方
　　　　…(1) 障害基礎年金を受けられる障害（1級・2級（障害者手帳の等級とは異なります。））

が生じた方
　　　　…(2) 障害基礎年金に該当しない程度の障害でも、厚生年金保険の障害等級表に該当す

る方
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心身障害者扶養共済制度（東京都）
対象者　次のすべてにあてはまる方
　　　　(1) 現に次の障害のある方の保護者であること
　　　　　①身体障害者（1級～ 3級）
　　　　　②知的障害者
　　　　　…③精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記①または②と同程度と認

められる方（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）
　　　　(2) 東京都内に住所があること
　　　　(3) 加入年度の初日（4月 1日）の年齢が65歳未満
　　　　(4) 特別な疾病や障害がなく保険契約の対象となる健康状態であること
　　　　障害者1人に対して1人の保護者のみ加入できます。
内　容　…障害者の保護者が死亡等の状態になったとき、障害者に終身一定額の年金が支給され

る任意加入の制度です。区は受付窓口を担当し、都が給付事務を行います。
　　　　掛金：加入者（保護者）の加入時年齢により異なります。
　　　　加入口数：障害者1人につき、2口まで
　　　　　月額掛金（令和７年４月1日現在）

保護者の加入時年齢 月額（1口） 保護者の加入時年齢 月額（1口）
35歳未満 9,300 円 50歳以上 55歳未満 18,800 円
35歳以上 40歳未満 11,400 円 55歳以上 60歳未満 20,700 円
40歳以上 45歳未満 14,300 円 60歳以上 65歳未満 23,300 円
45歳以上 50歳未満 17,300 円

　　　　…※次のいずれかにあてはまるときは、申請により 1口目の掛金を 2分の 1に減額し
ます。

　　　　　(1) 加入者の住民税が非課税の場合
　　　　　(2) 加入者が生活保護を受けている場合
　　　　…※次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から掛金を納める必要はありませ

ん。
　　　　　(1) 年度初日（4月 1日）の加入者（保護者）の年齢が65歳となったとき
　　　　　(2) 加入期間が 20年以上となったとき
　　　　※掛金を2か月滞納すると、脱退扱いになり、一時金の支払いもありません。
　　　　年金額：1口につき月額20,000 円が障害者に終身支給されます。
申　請　必要なもの（※申請は郵送可）
　　　　(1) 印かん
　　　　(2) 障害を証明するもの（障害者手帳等）
　　　　…(3) 加入者が障害者を扶養していることが確認できるもの（健康保険証、源泉徴収票、

税証明等）
　　　　(4) 加入者、障害者及び年金管理者が記載されている世帯全員の住民票
問合せ　障害者支援課障害者福祉係
　　　　　☎03-3647-4952　FAX03-3647-4910



39

難
　病

6

６　難　病
難病療養相談（区）
対象者　神経難病で治療中の方または疑いをもってご心配のある方およびご家族
内　容　専門医、理学療法士、保健師等が医療相談を行っています。
問合せ　各保健相談所（→11ページ）

難病療養相談（東京都難病相談・支援センター）
対象者　難病で治療中の方または疑いをもってご心配のある方およびご家族
内　容　…日常生活・療養生活における悩みや疑問について、難病相談支援員が対応します。ま

た、公的手続等に関する情報提供を行います。
問合せ　東京都難病相談・支援センター
　　　　　☎03-5802-1892（面接相談は要予約）
　　　　　〒113-0033　文京区本郷1-1-19　元町ウェルネスパーク西館1階

在宅難病患者医療機器貸与
対象者　…難病医療費等助成対象疾病（→ 40ページ）を主な原因として、在宅療養において吸

入器・吸引器を必要とし、主治医の同意を得ている方で、貸与する必要があると認め
られた方

　　　　※障害者総合支援法等他の行政サービスの利用が優先となります。
内　容　吸入器・吸引器を貸し出します。
問合せ　各保健相談所（→11ページ）

在宅難病患者一時入院事業（都制度）
対象者　…都内にお住まいで、難病医療費等助成対象疾病（→40ページ）にかかっている方で、

常時医学的管理の下におく必要がある方
内　容　…難病患者のご家族などの介護者が、ご自身の病気や事故などの理由によって一時的に

介護ができなくなった場合、難病患者が短期間入院できるように、都内の医療機関に
ベッドを確保しています。

問合せ　各保健相談所（→11ページ）
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内　容　…障害の程度により 1級から 3級および障害手当金（一時金）に分かれています。年
金額は障害等級や被保険者期間などにより算出されます。

　　　　…※納付要件があり、病気やけがの初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、
初診日の前日において、保険料を納めた期間（免除期間などを含む）が、3分の 2以
上あることが必要です（初診日が令和 8年 3月 31日以前の場合は、初診日の前々
月までの直近１年間に未納期間がなければよいことになっています）。

申　請　江東年金事務所お客様相談室へご相談ください。
問合せ　江東年金事務所お客様相談室（予約制）
　　　　　☎03-3683-1231自動音声案内（1→ 2）　FAX03-3681-6549
　　　　　〒136-8525　江東区亀戸5-16-9

特別障害給付金
対象者　…国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金を受けられない

方で、次の要件を満たし認定された方
　　　　…(1) 国民年金に任意加入していなかった次の①または②の期間に、障害の原因となっ

た病気やけがの初診日がある。
　　　　　①平成3年 3月以前、国民年金任意加入対象であった学生
　　　　　…②昭和 61年 3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加

入者に扶養されていた配偶者
　　　　(2) 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害の状態にある。
内　容　給付金額（令和７年度）：
　　　　　障害基礎年金1級に該当する方　月額56,850 円
　　　　　障害基礎年金2級に該当する方　月額45,480 円
申　請　…要件の確認をしますので、初診日や通院履歴等を調べたうえで、年金係にお問い合わ

せください。要件確認後に、必要書類をお渡しします。
問合せ　区民課年金係
　　　　　☎03-3647-1131　FAX03-3647-9415
　　　　江東年金事務所お客様相談室（予約制）
　　　　　☎03-3683-1231自動音声案内（1→ 2）　FAX03-3681-6549

障害年金生活者支援給付金
対象者　…障害基礎年金を受給している方で、前年の所得が「4,794,000 円＋扶養親族の数×

38万円※」以下の方　※扶養親族によって金額が異なることがあります。
内　容　給付金額：障害等級1級に該当する方　月額6,813 円
　　　　　　　　　障害等級2級に該当する方　月額5,450 円
　　　　上記金額が年金とは別に支給されます。
申　請　障害基礎年金請求書受付時にあわせて受付します。
　　　　（障害年金受給決定後、障害年金生活者支援給付金について別途審査があります。）
問合せ　区民課年金係
　　　　　☎03-3647-1131　FAX03-3647-9415
　　　　江東年金事務所お客様相談室（予約制）
　　　　　☎03-3683-1231自動音声案内（1→ 2）　FAX03-3681-6549


